
第３章（施策の方向性Ⅲ）

掲載場所 作品名 氏名 学校名・学部・学年
上段左 あめだよ 清川　莉子 都立城東特別支援学校小学部 5 年
上段中央 ひまわり 角田　龍司 都立足立特別支援学校高等部 2 年
上段右 多色版画 植木　裕樹 都立永福学園高等部 3 年
下段左 墨による表現　「康」 四方田　康太 都立石神井特別支援学校中学部 1 年
下段中央 HIPPOPOTAMUS 服部　凌久 都立城東特別支援学校小学部 6 年
下段右 こころのふみきり 吉川 　侑輝 都立水元特別支援学校中学部 2 年

変化・進展する社会に対応した
特別⽀援教育の推進
１　デジタルを活用した教育活動の展開
２　変化する社会において自立して生きるための力の育成
３　豊かな心と健やかな体を育むためのスポーツ・芸術教育等の推進
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１ デジタルを活用した教育活 の 開 

 

これまで、特別支援教育においては、児童・生徒

等の障害による学習上 は生活上の さを改 ・

するために、デジタルの活用が進められてきま

した。例え 、発 することが しい児童・生徒等

が、タブレット端末上の イコンを して に意

を えるなど、個々の障害の 態等に応じて活用

されてきたとこ です。 

こうした活用の 方に え、改訂された新しい学

習指導要領では、学習の基盤となる資質・能力であ

る情報活用能力の育成を図るために、デジタルを

的に活用するよう新たに されました。さらに、

各教科等の指導計画の作成に たっての配 事

として、デジタルの活用に する 定を し、指導

の効果を一 高めるよう求めています。 

これまで、特別支援教育における各教科等の指導

計画の作成に たっては、児童・生徒等の ・

を踏まえた学習活動となるようにし、学 意 を

高めることを 視してきました。 

また、児童・生徒等の学 意 をより高めるため

に、一人一人の理解や学習の進度に応じた教材を用

意したり、指導方法を したりすることを 切に

してきました。 

これらについて、デジタルを活用することで、よ

り効果的な指導が 能となります。例え 、児童・

生徒等一人一人の習得 に応じて、作成する教材

の 度を容 に することができ、個に応じた

学習を展開しやすくなります。 

障害の 態等に う学びにくさは 様かつ個人 が きく、障害のない児童・生徒

等 上に個別的な対応が必要です。一人 の学習端末の が進 できたこの機を

え、デジタルを活用した教育活動の一 の充実を 進し、障害のある児童・生徒等

の 能性を に き していきます。 

 

【都立特別支援学校と都立工業高校 

が連携した教育支援アプリの開発】 

【都立特別支援学校でのオンライン 

校外学習】 

【都立特別支援学校におけるタブレッ 

ト端末を活用した指導の様子】 
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スマートフォンや各種タブレット端末の普及を背景とした情報化社会の進展によ

り、障害のある児童・生徒等が将来、日常生活や卒業後の社会生活、職業生活におい

て、情報の収集、処理、発信及び判断などの基礎的な情報活用能力を活用し、個人の

生活や社会生活の質を高められるようにしていくことが求められています。 

また、情報通信ネットワークが急速に普及している現代においては、ＳＮＳ等を用

いたインターネット上のいじめ等も社会問題化しており、基本的な情報モラルの順守

の必要性や情報の発信に対する責任、情報セキュリティ等について教員がよく理解し、

その上で、児童・生徒等が適切に対応できる態度を身に付けられるようにすることも

求められています。 

 そこで、これらについての教員の理解を基に、「ＳＮＳ東京ルール60」の普及等を通

し、児童・生徒等が情報を選択したり、活用したりするための基礎的な能力、情報の

発信及び受信や、情報セキュリティに係る基本的なルールを身に付けられるよう、情

報教育を充実させていきます。 

また、新しい学習指導要領では、学習の基盤となる資質・能力として、情報モラル

を含む情報活用能力の育成を求めています。そこで、各都立特別支援学校が、コンピ

ュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用した学習活動の充実を図った

り、各種の統計資料等や視聴覚教材などの教材・教具の適切な活用を図ったりできる

よう促していきます。 

 

 

第一次実施計画に基づき、平成29年度にデジタル機器の活用事例集を作成・配布し、

デジタル機器の活用等について都立特別支援学校全校に周知しました。各都立特別支

援学校において、障害種別ごとに、タブレット端末等のデジタル機器を教科学習や自

立活動等の指導場面で、様々な形で効果的に活用を進めています。 

また、デジタル機器を活用した学習指導等を得意としている指導教諭による模範授

業等の公開を通して、デジタル機器を活用した指導内容・方法、ノウハウの普及を進

めています。 

 
60 都教育委員会が策定した、児童・生徒がいじめ等のトラブルや犯罪に巻き込まれないようにするとともに、学習への悪影響

を防ぐためのルール。平成 31 年に改訂し、「送信前には、誰が見るか、見た人がどのような気持ちになるか考えて読み返そ

う。」などがある。学校や家庭では、ＳＮＳ東京ルールを踏まえ、具体的なルールを定めることとしている。 

具体的な取組 

① 自立と社会参加を見据えた情報教育の充実 

② デジタルを活用した指導内容・方法の研究・開発 

（１）デジタルを活用した教育の充実 
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しかし、対 となる児童・生徒等は い年 であること、また、児童・生徒等

の障害の 態等も 様であることを踏まえ、体 的に指導内容・方法の ・開発を

進めていく必要があります。さらに、一人 1 端末配 を踏まえて、 ラ ン

的 考を育む指導内容・方法の ・開発、デジタル教材を活用した教育の充実、

ンライン学習の 進に り む必要があります。 

このため、「 スマート・スクール・ ジ クト」による を受

け、デジタルを活用した指導内容・方法の ・開発に り みます。これにより、

都立特別支援学校においては、障害種別や 学 によら 、児童・生徒等がデジタ

ル機器を用いて、効果的、効 的な学習が えるようにしていきます。 

 

ア 学習 用 タ 教 教 を用 た指導 の開発 

都立視覚障害、聴覚障害、 体 自 、 の特別支援学校の ・ 学 には、

・ 学校用の 定 教科 を 用している児童・生徒がいます。一人 端末

の配 を機に、 前からの の教科 と学習 用デジタル教科 61を 用する

の効果的な指導方法の開発を っていきます。 えて、教科 に した学習

用デジタル教材を用いた効果的な指導方法の開発も います。 

また、都立視覚障害特別支援学校の児童・生徒については、一人 端末を活

用する前段 として、障害の 態等により、端末の画面が見えなかったり、見え

にくかったりする に対応できるようにする必要があります。そこで、視覚障

害のある児童・生徒が端末の画面を見やすくできる リ ー ンを導 し、

これを用いて効果的な指導が えるよう していきます。あ せて、 が必

要な児童・生徒については、 ディス レイに 等の情報を 力することで、

学習 用デジタル教科 を用いることができるようにしていきます。 

 

イ 学習 用 タ 教 の開発 

知的障害特別支援学校に けては、一 教科において 科学 作教科 62

が発 されていますが、 科学 によるこの 作教科 に した学習 用デ

ジタル教材63は用意されていないのが現 です。 

また、 の教科 発 会社による学習 用デジタル教材の発 も見込めない

 
61 の教科 の内容の全 的 に することに って が必要となる内容を く。 をそのまま した 的

である教材 学校教育法第 34 第 及び学校教育法施 第 56 の  
62 高等学校の 業、 業、 、家庭及び の教科 の一 や特別支援学校用の教科 については、その 要 が なく

による発 が できないことから、 科学 において 作・ 集された教科 が 用されている。ここでは、知的障害

特別支援学校用の教科 を指す。 
63 学校教育法第 34 第 に 定する教材 教材 。動画・ や ー ン等のコンテン により、教科等を学

ための資料やワーク ート等としての をもたせることができる。 
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です。 

知的障害のある児童・生徒については、具体的な 作を通じて 考や判断、

現ができるようにする指導が効果的な場 が く、タブレット端末などを用いて

学習 用デジタル教材を 作しながら学 るようにすることで、より効 的に学

習内容を習得できるようになることが できます。 

そこで、一人 端末の配 を機に、知的障害のある児童・生徒が各自の端末

を用いて効果的、効 的に学習内容を習得できるよう、 科学 作教科 に

した学習 用デジタル教材を都 自に開発していきます。 

なお、開発した学習 用デジタル教材は、知的障害 の都立特別支援学校に

する、知的障害を せ する児童・生徒にも活用できるようにします。 

 

 支援 の の  

都立特別支援学校には、端末を 定するための器具や 読み上 フトなど、

児童・生徒等の障害の 態等に せた支援機器が導 されています。 

これらの支援機器をより効果的に 用できるようにするために、 事例の収集

を い、「教育 成・実施・ 理 会」などの機会を通して都立特別支援学

校全校に周知し することで、児童・生徒等の障害の 態等に せた一 効

果的な 用を促していきます。 

 

 

第 - -(1)- P.39  

 

 

知的障害特別支援学校 の都立特別支援学校には、 学校等に る教育 が

されています。しかし、学校によっては、この教育 で学 児童・生徒の が

ないことから、 たち で学び う場面が られる場 があります。 

学習の活性化を図るため、 る教育 で学 じ学年の児童・生徒が一 に授

業を受けられる機会を する必要があります。 

そのため、 指定校に指定した 一校種の の都立特別支援学校において、あ

らかじめ年 の指導計画を せるなどした上で、学校 を ンライン上でつな 、

ともに授業を受けられるような を進めていきます。 

また、こうした授業を通して児童・生徒がより くの学びを得られるようにするた

めに、 指定校 の を にし、授業の実施方法を するようにしていきます。 

 

 指導 を えた 教育の  

 教育 デジタルを活用した との  
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年度 に高等 へ 学する生徒については、一人 端末 で学習する

ことを計画しています。一方で、視覚障害、聴覚障害、 体 自 、 の特別支援

学校の高等 の教育 の基 となる特別支援学校高等 の学習指導要領において、

科 成が きく されました。 

また、知的障害特別支援学校についても、特別支援学校高等 の学習指導要領の改

訂により、知的障害のある生徒のための各教科の内容が に改められたとこ です。 

そこで、「高等 における一人 端末活用 委員会 」を立ち上 、学習

指導要領が している内容を し、 果に基づき、高等 における一人 端

末を用いて学 ことが適している内容を し、この内容を習得するための効果的な

指導内容・方法の を っていきます。 

 

 

う学校は、 学進学を 指した 高一 聴覚障害特別支援学校として開校

し、 くの卒業生が 学等に進学しています。この進学 について、より い対

の から選択できるようにする必要があります。 

都立高校等には、 事業 が開 する学習支援 リ ー ン等を活用し、学

力 上を図っている生徒が います。こうした学習支援 リ ー ン等の く

は、 に対応していないことから、聴覚障害のある生徒には いにくい が

あります。 

そこで、 情報を 化する リ ー ンとの 用を うなどして、

う学校の生徒の学習支援 リ ー ン等の活用の 能性について、 ・開発を

い、デジタルを活用した進学指導の一 の充実に り でいきます。 

 

 

都立特別支援学校には知的障害の 度が い児童・生徒が しています。都教育

委員会は、前 のとおり、 科学 作教科 に した知的障害のある児童・生

徒のための学習 用デジタル教材の開発を いますが、児童・生徒の障害の 度によ

っては、これらの教材が児童・生徒の 知の発 に に適 しないこともあります。 

そこで、 事業 等が開発している リ ー ン等の で、知的障害の 度

が い児童・生徒が学習する に、効果的に活用できるものについて、 委員会を

立ち上 て を います。その上で、選定した リ ー ン等をモデル校に導

し、児童・生徒が実 に効果的に活用できるよう、指導方法の を っていきま

 教育 指導 のデジタル の活用 

 的 の ・ のデジタル活用 の  

 １ を用 た指導内容・方法の開発 
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す。 

なお、 の成果は、知的障害 の都立特別支援学校に する、知的障害を

せ する児童・生徒にも活用できるようにします。 
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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟  

１ 

｠
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
た
教
育
の
充
実 

① 
自立と社会参加を見据
えた情報教育の充実 

「ＳＮＳ東京ルール」
の普及等 

・都立特別支援学
校から研究指定校
を指定 
・情報セキュリティ
等に係る指導モデ
ルを開発 

 

・研究指定校の実
践を基に指導資料
を作成 
・指導資料を各学
校に配布し、年間
指導計画の立案時
の活用を促進 

② デジタルを活用した指導内容・方法の研究・開発 

  

ア 学習者用デジタ
ル教科書・教材を
用いた指導方法の
開発 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・指導方法の開発
（都立視覚障害・聴
覚障害・肢体不自
由・病弱特別支援
学校の小・中学部） 

 

 
 
 
 
 
・研究成果を各校
に周知 

イ 学習者用デジタ
ル教材の開発 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・学習者用デジタル
教材の開発 
（都立知的障害特
別支援学校小学部
の算数） 

・学習者用デジタル
教材の開発 
（都立知的障害特
別支援学校中学部
の数学） 

・成果検証 
・さらなる教材作成
を検討 

ウ 支援機器の使
い方の研究 

（新規事業） 支援機器活用の好
事例収集と周知  

  

③ 
学習指導要領を踏まえ
たプログラミング教育
の推進 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・推進委員会を設
置し、指導方法の
開発や好事例の収
集を実施 

 ・推進委員会の成
果を全都立特別支
援学校へ普及 

④ 
準ずる教育課程におけ
るデジタルを活用した
他校との共同学習 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実  

研究指定校におけ
る同一校種他校と
の共同学習 

  

⑤ 
高等部における一人１
台端末を用いた指導内
容・方法の開発 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・活用検討委員会
における指導内容・
方法の研究 
・研究指定校にお
ける取組を各都立
特別学校へ周知 

 

 
 
 
 
 
・研究指定校以外
の学校における取
組状況を把握 

⑥ 
聴覚障害教育における
進学指導へのデジタル
機器の活用 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

中央ろう学校にお
ける学習支援アプ
リケーション等の導
入による進学指導
の充実 

  

⑦ 
知的障害の程度が重い
児童・生徒のデジタル
活用場面の拡大 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・検討委員会におけ
る指導方法の研究 
・研究指定校にお
けるアプリケーショ
ンの試行 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
・試行結果を都立
特別支援学校全校
に周知 
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組
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平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 
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活
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し
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デジタルの活用を 進することは、個別 適な学びや 体的・対 的な学びを実現

していくために 要です。 後、個々の障害の 態に応じたきめ かい対応を一

進するため、デジタル の活用を に し、障害に う学びにくさを する

けでなく、 たち一人一人の学びの 上を図っていくことが されています。 

新 コ ウイルス が する 、都は、 の スクール の前

しに い、 年度 に、都立特別支援学校 ・ 学 における一人 端末や必

要となる支援機器等の を いました。 

また、デジタルを活用した教育を 進する「 スマート・スクール・

ジ クト」を 速化し、 年度 に都立特別支援学校全校の校内 Ｎ

を進めるとともに、各校のデジタル活用を支援するため、 事例の や全校

へのデジタル ーター64の常 配 を い、教員のデジタル活用の 的な能力を

高めるため、校内での 進の を う教員 けの 等を実施してきました。 

高等 における一人 端末については、 学校段 で一人 端末の により

学 生徒が進学する 年度の新 生から、各校が の 様の から たち

の障害の特性に応じて適切な端末を選択し、生徒 の端末として活用できる み

を導 します。その上で、端末等の に係る の 用 については、 学

事業65の 充により適切に支援します。 

これらの で、デジタルの活用を一 進することにより、「学び方改 」 一人

一人の理解度や進み方に応じた個別 適な学び、また の 体的・対 的な学

びを実現 、「教え方改 」 学習 を活用した デンス ース の指導や、 ック

データの活用、 により授業の改 を実施 、「 き方改 」 にきめ かく り

うため、校 を効 化し、教員が生徒と き う を の つの改 を実現

していきます。 

 

 

 
64 デジタル活⽤のスキルを持った ⾨⼈材等であり、教員に対してデジタル機器の効果的な活用方法の や、校内の

の 守 用支援など、教員と してデジタルを活用した教育活動を 的に支援している。 
65 特別支援学校への 学のために 等が する の一 を の 能力の 度に応じて支 するもので、

の を することにより、特別支援教育を普及 し、教育の機会 等を実現することを 的としている。 

（ ）デジタルを活用した教育を た の  

① ・ ル・ ジ の  

具体的な取組 
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都立聴覚障害特別支援学校では、聴覚の活用や、 、手 、指 等、児童・生

徒等の障害の 態に応じて 様なコ ュ ー ン手段を活用して指導を って

います。 

また、 聴器や人 内 を 用した児童・生徒等の聴覚の活用を するため、集

聴 ステ を配 するとともに、動画や 等により視覚からの情報 を う

ため、 や「見える校内 送66」を活用するなど、様々な機器を活用して情報

障67の充実を図ってきました。 

年、デジタル化の進展に い、 の ステ よりも高 質・高 力な集 聴

ステ や、高い 機能をもち の ない 情報を 化する リ

ー ンが開発されており、 の スクール 等による一人 端末の

が進み、デジタル機器を活用した情報 障の充実が 能となってきています。 

このため、都立聴覚障害特別支援学校全校にデジタル の集 聴 ステ 及び

情報を 化する リ ー ンを導 し、児童・生徒等一人一人の障害の 態

や教育活動の場面に応じた 適な情報 障の実現を図っていきます。 

 

 

第 -1-(1)- P.42  

 

 
66 からの情報を 得しにくい児童・生徒等への情報を 障するため、通常、 により えられる学校内 送や 害情報な

どを動画、 画 はテキストを することによって見えるようにし、情報を する み。 
67 情報を収集することができない方に対し、代 手段を用いて情報を すること。一 的には、聴覚障害のある方に対する

コ ュ ー ン支援を指す。 

② 教育 情報 のデジタル の  

【 タ の のイ 】 

 教育 デジタルを活用した教育の充実 
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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 
 

｠
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し
た
教
育
を
推
進

た

の

 

① 
・

ル・プロジ
の推進 

・小・中学部におけ
る ・ 一

の配 ・活
用 
 
・ 等部における

一
の に けた検
討・  
 
・都立特別支援学
校全校への校内

LAN ・活
用 
 
・デジタル ータ
ー(ICT 支援員)の
配置 
 
・中 教員 成研

の実施 
 
 
・ 校 支援
シ テ の設計・
開発 

・小・中学部におけ
る ・ 一

の活用 
 
 
・ 等部の 一

の
・活用 

（1 年 ） 
 
・都立特別支援学
校全校への校内

LAN （
）・活用 

 
・デジタル ータ
ー(ICT 支援員)の
配置 
 
・中 教員 成研

の実施 
 
 
・ 校 支援
シ テ の 的

 
 
・ 等部の 一

等の
入に係る 者

を支援 

 
 
 
 
 
・ 等部の 一

の
・活用 

（1 2 年 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・自 的にデジタ
ル活用推進を う
教員を育成 
 
・ 校 支援
シ テ の 用 
  

 
 
 
 
 
・ 等部の 一

の
・活用 

（1 2 3 年 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

② 
聴覚障害教育におけ
る情報 障のデジタ
ル の推進 

（新規事業） デジタル 集
聴シ テ や
情報を る
アプリケーションの
導入・活用 

  

③ 
教育におけるデ

ジタルを活用した教
育の充実 

・病 内 教育
における病弱教育
支援員の やタ

の活
用による学習機会
の充実 
・病 内 教 に
おける
の配 ・活用によ

る学習支援 
（R3 ） 

・病 内 教育
における病弱教育
支援員の やタ

の活
用による学習機会
の充実 
・病 内 教 に
おける
の配 ・活用によ

る学習支援 
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 社会 自立し た の の育  

 

 

 

 

 

都教育委員会は、学校事 の防 及び事 発

生 の対応について、校 会、 校

会等の機会に 理職 け 及び を実施

するとともに、 の資料発 、発生 の個別

対応 学校 問等 により、都立特別支援学校

を支援しています。 

後も、 ・ 方 、学校 の事 への

対応、日常生活の で しうる事 や事

等の や、 などの様々な 害に対して、

自ら身の 全を し、適切な 動が れる

よう、都立特別支援学校の 全教育・防 教育

を 進していくことが必要です。 

各学校の指導に資するよう、平成 30年度に

作成したリーフレット「 情報 Ｓ 機

能を活用した 全・ な 校に けて」の

周知の か、校内での事 の 防 を図る

ための方策や、児童・生徒等が事 や事 等に ないようにするための方策などに

ついて、校 会等を通じて 情報 を い、都立特別支援学校への支援を

します。各学校においても、児童・生徒等が通学 に などに した の対応

方法を学 るよう、指導を していきます。   

また、校内で事 が発生してしまった には、都立特別支援学校と東京都学校

支援センターが し、児童・生徒等の 害を 化することができるよう、必要な

支援を います。 
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都 等、都 機能に な 害をもたらす 害等が発生した場 に に

たる 生活を なくされることを 定し、平成 29 年度から、都立特別支援学

校全校において、 防 を実施しています。新 コ ウイルス の

を踏まえ、新たに、 対策等 の 題に対応した 生活を見 えた

が必要です。 

害等が発生した場 においても、児童・生徒等及び 等の 全を するた

めに、 等と した実 的な 防 を していきます。 

また、都教育委員会では、 対策を じた 防 の実 事例を収集し周

知するとともに、 対策を踏まえて、効果的な 防 の方法を し、実

施していきます。 

 

 

これまで、都教育委員会では、「新 コ ウイルス 対策と学校 に す

る イ ライン 都立学校 」を策定し、都立特別支援学校においては イ ラインを

踏まえた 対策に基づく教育活動を実施しています の 能性の高い活

動の 、 や 配 に考 した活動の 、 による 事計画の 等 。 

また、対策 の として、 ーキュレーター・ 2 定器・ 用 タノー

ル・ 対策用マスク等を各都立特別支援学校に しています。 後も 対

策等を していくことで、都立特別支援学校の 全・ を していきます。 

あ せて、 対策を じた 全な 事実施方法 ンラインなどデジタルの

的な活用 進 の 等により、 対策を した教育活動を 進していきま

す。 

  

② の充実 

 を えた の  

   

 
 

 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症対策と  
学校運営に関するガイドライン  

【都立学校】 
 

～学校の「新しい日常」の定着に向けて～ 
 

改訂版 ver.４.1 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年２月９日 
東京都教育委員会 

 
 
 

校では、 を の を て ます
児童・生徒のみなさんが安心して登校できるように、以下の取組を実施します

教室に入る前に健康チェック
● 健康観察票を確認
● サーモグラフィなどを使った検温

よく手を触れる場所の消毒
● ドアノブ、スイッチ、手すり、
窓わくなどを１日１回以上消毒

十分な換気の実施
● 教室のドアは常時開放
● 30分に一度は窓も開放

身体的距離（１～２ｍ）の確保
● 列ができそうな場所には、立ち
位置をマーキング

校内放送などで注意喚起
● 休み時間の後や、給食前の手洗い
● 定期的な換気の呼びかけ

教職員の健康管理
● 教職員も出勤前に毎朝検温
● 学校にいる間はマスク着用

こんな
ときは…

学校で感染症が疑われる症状が見られた場合は、別室等で対応します。
また、教職員等は、マスクやゴム手袋、フェイスシールドなどの
感染症対策をとって対応します。ご理解をお願いします。

学校で感染症が疑われる症状が見られた場合は、別室等で対応します。

列ができそうな場所には、立ち

健康チェック

第
２
部 

第
３
章
（
施
策
の
方
向
性
Ⅲ
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取

組

分

野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 

(第一次実施計画) 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 

１ 

・

・

の

た

教
育

の

 

① 

別支援学校における

・ に る指

導の充実 

・校 会等に

おける事 の

に けた

指導・  

・事 発 時に東

京都学校 支

援センター 学校

の を支援 

・校 会等に

おける事 の

に けた

指導・  

・事 発 時に東

京都学校 支

援センター 学校

の を支援 

 

  

② 
別支援学校における

の充実 

都立特別支援学

校全校 の

の実施 

を

た

の全校実施  

  

③ 
ロ を踏まえた

の  

ンを

た

や教育活 の

推進 

ンを

た

や教育活 の

推進 

 

  

 

  

 

120



120 

 
 
取

組

分

野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 

(第一次実施計画) 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 

１ 

・

・

の

た

教
育

の

 

① 

別支援学校における

・ に る指

導の充実 

・校 会等に

おける事 の

に けた

指導・  

・事 発 時に東

京都学校 支

援センター 学校

の を支援 

・校 会等に

おける事 の

に けた

指導・  

・事 発 時に東

京都学校 支

援センター 学校

の を支援 

 

  

② 
別支援学校における

の充実 

都立特別支援学

校全校 の

の実施 

を

た

の全校実施  

  

③ 
ロ を踏まえた

の  

ンを

た

や教育活 の

推進 

ンを

た

や教育活 の

推進 

 

  

 

  

 

121 

 

 

 

 

平成 28 年 に施 された公職選 法68の一

を改 する法 による選 年 の き 69に

い、 学 から や社会の様々な問題を自 の問題

として え、考え、判断する力を うため、都立特

別支援学校における 教育を 進しています。

具体的には、 ・ 学 において「社会」「 たち

のくらしを守る日本 法」や「 としての 方

の 」 等の教科を通した学習指導や、係活動・

委員会活動等の体 学習を通じて、社会の一員とし

ての自覚を育 でいます。 

また、高等 においては、 教育に係るリー

フレット「都立特別支援学校高等 ・

教育 進リーフレット 18 から成人になるとい

うこと」や新 等の活用

を 進するとともに、

として選 年

18 に する前まで

に「現代社会」等の科

や、 の選 理委員

会の 前授業の活用、生

徒会選 の機会等を通

じて、 や選 の意

、具体的な選 の

みを指導しています。 

 
68 員、 員、 方公 体の 、 方 会 員の つの公職について定 や選 方法などを定めた法

25年法 第 100  
69 公職選 法の改 により、選 年 を 20 上から 18 上に き ること。平成 28 年 19日から施  

（ ） とし 体的 た の の育  

① 教育・ 教育の充実 

具体的な取組 

18 歳から成人になるということ

都立特別支援学校高等部 
主権者教育・消費者教育推進 リーフレット 

 平成 28 年６月に「公職選挙法等の一部を改正する法律」が施行され、現在は、満 18
歳以上の人に選挙権があります。 

そして、令和４年に「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が満 20 歳か
ら満 18 歳に引き下げられることになりました。 
 成年年齢が満 20 歳から満 18 歳に引き下げられることにより、特別支援学校高等部在
学中から自らの判断で契約ができるようになります。 
 高等部生徒の皆さんは、社会の一員として生きるために必要な知識をもち、「消費者」
として正しく判断して生活を営む実践力を身に付ける必要があります。 
 保護者の皆様には、都立特別支援学校 での主権者教育と消費者教育の概要について御
理解いただき、主権者教育と消費者教育の推進に御協力をお願いいたします。 

令和２年２月 

東京都教育委員会 

～都立特別支援学校高等部生徒と保護者の皆様へ～ 

消
しょう

費
ひ

者
し ゃ

と し て 学
ま な

ぶ こ と

消費者
しょうひしゃ

とは

契約
けいやく

にはルールがある

かしこい消費者
しょうひしゃ

になろう

皆
みな

さんは、現
げん

在
ざい

、一人
ひ と り

の消費者として 商 品
しょうひん

やサービスを 購 入
こうにゅう

して、
それらを利用しながら生活しています。 
 学校では、買

か
い物

もの
の仕

し
組
く

みや消費者の役割
やくわり

等の基本的
き ほ ん て き

な内容
ないよう

から、金
きん

銭
せん

の管
かん

理
り

、売
ばい

買
ばい

契
けい

約
やく

の仕組み、商品やサービスを選ぶために 情 報
じょうほう

を活用
することや自分や家族

か ぞ く
の「消費生活」が周

まわ
りの環

かん
境

きょう
や社会に及

およ
ぼす影

えい

響
きょう

についてなど、将来にわたって社会生活を 営
いとな

む上
うえ

で大切なことを学
まな

びます。 

成人
せいじん

になると、一人で「契約」ができるようになり、高
こう

額
がく

な商品等を購入
する契約や携

けい
帯
たい

電
でん

話
わ

の契約等が保護者
ほ ご し ゃ

の同意
ど う い

がなくてもできるようになります。 
ただし、契約には、法律 上

じょう
の責

せき
任
にん

が 伴
ともな

うため、一方的
いっぽうてき

にやめにする（取
と

り消
け

す・解
かい

除
じょ

する）ことは原
げん

則
そく

的
てき

にできません。 
 成

せい
年
ねん

年
ねん

齢
れい

の引
ひ

き下
さ

げ（18 歳から成人になること）により、今までは「未成
いま み せい

年
ねん

者
しゃ

取消権
とりけしけん

」で守
まも

られていた、18 歳や 19 歳の人が消費者トラブルに巻
ま

き込
こ

まれる心
しん

配
ぱい

があります。高等部
こうとうぶ

在 学 中
ざいがくちゅう

から契約についての決
き

まりや制度等を
よく理

り
解
かい

して、消費者トラブルに遭
あ

わないように 十
じゅう

分
ぶん

注意しましょう。 

高等部卒
そつ

業
ぎょう

後
ご

は、自分一人で商品やサービスを購入する場面
ば め ん

がたくさんある
かもしれません。正

ただ
しい金銭の管理

か ん り
（無

む
駄
だ

遣
づか

いをしない等）はもちろん、本当
ほんとう

に
自分にとって必要

ひつよう
なものであるか、商品やサービスについて聞

き
いたり調

しら
べたりし

た 情
じょう

報
ほう

が正
ただ

しいかどうか等を常
つね

に考えながら行
こう

動
どう

することが重 要
じゅうよう

です。
皆さん一人一人が「消費生活」についての知識をもち、自分で考え、行動する

ことが「かしこい消費者」になるための第一歩
だいいっぽ

です。 
購入した商品やサービスに問題

もんだい
があるなどのトラブルがあったときや、「消費

生活」について分からないことがあったときは、身
み

近
ぢか

な人や相
そう

談
だん

機
き

関
かん

等に相談し
ましょう。 

らすために 皆
み な

さんが考
かんが

えること、できること。 

消費生活相談
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令和２年２月 

東京都教育委員会 

～都立特別支援学校高等部生徒と保護者の皆様へ～ 

主
し ゅ

権
け ん

者
し ゃ

と し て 学
ま な

ぶ こ と

主権者
しゅけんしゃ

とは
満
まん

18歳
さい

以上
いじょう

になると選挙
せんきょ

で 投 票
とうひょう

することができます。 
 学校

がっこう
では、 係

かかり
活動
かつどう

や委員会
いいんかい

活動、模擬
も ぎ

選挙等
とう

の体験的
たいけんてき

な 学 習
がくしゅう

、また、
日本
に ほ ん

や外国
がいこく

の社会
しゃかい

生活
せいかつ

に見
み

られる様々
さまざま

な課題
か だ い

を自分
じ ぶ ん

と結
むす

び付
つ

けて 考
かんが

える学
習などをとおして、 将 来

しょうらい
の日本や自分が住

す
む地域

ち い き
の在

あ
り方

かた
を決

き
めることへ

の関
かん

心
しん

をもち、そのために必要
ひつよう

な知識
ち し き

を身
み

に付
つ

けます。 
学校
がっこう

生活
せいかつ

や 日 常
にちじょう

生活のあらゆる場面
ば め ん

で、自分の考えをもつこと、自分の
考えを 主 張

しゅちょう
できることや自分で選

えら
んだり決めたりすることを大切

たいせつ
にしてい

きましょう。 

選挙
せんきょ

運動
うんどう

にはルールがある
満 18 歳以上の人

ひと
は、有権者

ゆうけんしゃ
になるとともに、選挙運動期間内

きかんない
の選挙運動

が認
みと

められます。誰
だれ

でも自由
じ ゆ う

にできる選挙運動として、電話
で ん わ

での投票依頼
い ら い

、
街頭で出会った人などに投票を依頼することなどの他、ウェブサイト・ＳＮＳ
がいとう で あ ひと ほか

を利用
り よ う

した選挙運動も可能
か の う

です※。 
 ただし、選挙運動をする際

さい
は、公

こう
職

しょく
選挙法

ほう
等の法律

ほうりつ
や学校のルールを守

まも

る必要があることに注意
ちゅうい

しましょう。 
 満 18 歳未満の人は、一切

いっさい
の選挙運動ができません。 

投票
とうひょう

の方
ほう

法
ほう

を知ろう
障 害

しょうがい
のある方

かた
の投票を支援

し え ん
する制度

せ い ど
として、次

つぎ
のような制度があります。 

○ 「代理
だ い り

投票」…投票所
じょ

の事務
じ む

に従事
じゅうじ

する者が代筆
だいひつ

する 
  ○ 「点字

て ん じ
投票」…点字投票用

よう
の投票用紙

よ う し
や点字器

き
を使用

し よ う
する 

  ○ 「指定
し て い

病 院
びょういん

等における不在者
ふざいしゃ

投票」
…病院等への 入 院

にゅういん
・ 入 所 中

にゅうしょちゅう
の場合

ば あ い
に利用

り よ う
できる 

  ○ 「郵便
ゆうびん

等投票」…重度
じゅうど

の障害がある人が利用できる 
投票所での支援もありますので、必要に応

おう
じて活用

かつよう
しましょう。 

※注意  電子メールを利用しての選挙運動は、満 18 歳以上の有権者も含め、候補者や政党
で ん し ふく こ う ほ し ゃ せいとう

等
とう

以外の全
すべ

ての人ができません。

よりよい社会
し ゃ か い

をつくるために よりよく社会
し ゃ か い

で暮
く

投
票
箱
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さらに、 年からの成年年 に け、

教育の充実には 教育と 付けた一

の指導が必要です。都立特別支援学校の教育

成・実施・ 理 会などにおける周知及び

各都立特別支援学校への情報 により、

教育・ 教育に する教科等の指導に対す

る 等を っていきます。 

また、知的障害のある児童・生徒に対する

教育・ 教育は、家庭や の 力が求

められます。そのため、前 の 教育及び

教育に するリーフレットを都教育委員会

ー ージに し、 への周知を図るとと

もに、 選 等の 機に応じて、生徒の

動を促しています。 

都立特別支援学校での 教育及び 教

育を 進するため、各校の生活指導 教員等を

対 とした都立特別支援学校 全育成 会70を活用して事例収集を い、 事

例を全校で していくとともに、 教育や 教育を充実させた教育 の

成を支援し、都立高校等の学校 定教科「人 と社会71」の教科 の活用を し

ます。 

また、 教育に して、 が成年後見 度についても知見を得られるよ

う、各都立特別支援学校から に対して周知を図っていきます。 

 

 

都教育委員会では、都立特別支援学校 全育成 会を年 開 し、生活

指導上の 題や指導事例を しています。都立特別支援学校内で発生する 全育成

に る事 は ない が いていますが、新 コ ウイルス の影響

やデジタル の進展に い、これらの視 からの事 の 防 等に けた生活指

 
70 特別支援学校における 全育成に る 題の解 や学校事 の防 に けた具体的方策等についての 、各学校の生

活指導について情報 するための 会。各都立特別支援学校の生活指導に る教員等が する。 
71 教育とキ リ 教育を一体的に学習する都の 自の教科。都立高校全 及び都立 等教育学校で、平成 28 年度から

必 で実施している。教科の は、「 の理解を める学習、選択・ 動に する能力を育成する学習、体 活動な

どを通して、 性を い、判断基 を高めることで、社会的現実に らし、よりよい生き方を 体的に選択し

動する力を育成する。」である。学習は 習と体 活動からなり、 習は、都教育委員会 作 の教科 を 用し、意見 の

を にとって、自 と なる の意見や、自 と じ意見でもその理 が なることなどを発見し、自 の意見と

して、自 の考えを ることが イントになる。体 活動では、 体 活動に え、インターン ッ 等を うことに

している。 

② の ・ の 育 の充実 

【都立特別支援学校高 の  

と とのオンラインでの 】 

【 教育の とし 都立特別支援 

学校で した タ ン 】 
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導の充実が必要です。 

都立特別支援学校における生活指導の充実に けて、障害のある児童・生徒等の

全育成に る 題の解 策や学校事 の防 に けた具体的方策等を ・

することを 的として、都立特別支援学校 全育成 会を き き開 してい

きます。 

後は事 の事例の に まら 、ＳＮＳの 用を含め、児童・生徒等の生活に

した 題を 的に り上 、これらに係る事 を に防ぐための方策を

していきます。 

 

 

学習指導要領の改訂により新たに された前 では、これからの学校に対して、児

童・生徒が自 のよさや 能性を するとともに、持 能な社会の り手となる

ことができるようにすることを求めています。教科等の学習を通じて身に付けた力を

統 的に活用し、自 や資 の 性等の で持 能な社会をつくる力や

・ 全・ に する力など、現代的な 題に対応できるようにするための資質・

能力の育成が必要となっています。 

これらの資質・能力は、教育 全体を見 しつつ、それ れの教科等の を

にしながら、教科等 断的な視 で育 でいくことが 切であることから、各都立

特別支援学校が教育計画を作成する において、「Ｓ 」の 17 の 72から す

る事 を するなど「持 能な社会の り手」の育成につながる学習場面を具体

的に 付けられるようにします。 

また、各都立特別支援学校の の から 事例を収集し、「教育 成・実施・

理 会」などの機会を えて、学校 での を図っていきます。このことによ

り、都立特別支援学校が の実態や児童・生徒の障害の 態等を踏まえつつ、学校

の特 を生かした や指導の を計画できるよう促していきます。 

  

 
72 持 能な開発 SDGs Sustainable Development Goals 。2015年 9 の ットで の全会一 で 択され

た「持 能な開発のための 2030 ジ ン 」に された、2030 年までに持 能でよりよい を 指す 。「質

の高い教育をみ なに」など、17の ール・169 のター ットから 成される。 
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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 
 

｠

個
人

し

的

生

た

の

の
育
成 

① 
別支援学校にお

ける 者教育・
者教育の充実 

者教育・ 者
教育に係るリー

の作成・配布 

・教 指導や体
学習を した 会
の一員とし の自
覚の  
・ 者への情報

の充実 

  

② 
別支援学校の児

童・生徒の 育成
の充実 

都立特別支援学校
全育成

会にお 指導
の や指導事例
を共  

都立特別支援学校
全育成

会にお 指導
の や指導事例
を共  

  

③ 
社会の課 に し
た教育活 の 開 

（新規事業） ・教 等の年間指
導計画にお
「 な 会
の 」の育成に

な る学習
を教育 に

に るよう、指
導・   

 
 
 
 
 
 
 
 
・各学校の設定状
況を集 した資料
を作成し、各学校
に配布 
・学校 等の機
会を 好事例
を収集 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・都立特別支援学
校 けの教育

会に 、好事
例を  
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 な と な体を育 た の ・ 教育 の  

 

都教育委員会はこれまで、東京 2020 リンピック・ ラリンピック 会に

けた として、「 ・ 来 ジ クト」などを通した特別支援学校への リンピ

ン・ ラリンピ ン 、 化 ラ ・学校 事業や れた を する

リンピック・ ラリンピック教育 ワー 校の指定などの事業を 進してきました。 

こうした リンピック・ ラリンピック教育の成果を踏まえ、特別支援学校のレ

ーとして障害 ス ー を通じた教育活動や、 教育を一 進していきます。 

 

 

 

 

 

ア の  

都立特別支援学校は、平成27年度に都教育委員会

が作成した様々な障害 ス ー を する

や、平成29年度に都教育委員会が作成したス

教育 進校73の に基づく実 事例集を 考にし

て、新たな実施種 を し、体育的活動や障害 ス

ー を通した を充実させています。 

また、障害 ス ー 指導員74を活用し、児童・生

徒への 指導を通じて指導の充実を図っていま

す。 

都教育委員会は、平成30年度から全ての都立特別

支援学校をス ー 教育 進校に指定し、新 指定

校には用具等を して との 等で活用できるようにしながら、 年

度 で 122種 上の障害 ス ー 等を実施しました。 

後も障害のある児童・生徒の やかな身体と を育むとともに、 的に

と り、自立と社会 に けた を身に付けられるよう、各校における

 
73 障害のある児童・生徒が生 に たってス ー に しむ基礎を くことを 的に、障害 ス ー を り れた体育的活

動に 的に り む都立特別支援学校。平成 27 年度から指定を開 し、平成 30 年度からは全都立特別支援学校を「ス ー

教育 進校」に指定した。 
74 公 法人日本障がい ス ー 会及び 体等が、公 障がい ス ー 指導 度に基づき資 定する指導

で、日本 内の障害 ス ー の普及と発展を 指して、障害 ス ー のス ー を する上で 的な知 、

を する人材の 成、資質 上を 的としている。 

（１） を た教育活 の  

① 教育  

具体的な取組 

竹尾　康孝　≪ソーラン節≫

和田　啓太　≪どうぶつ≫三宅　那海　≪レインボーフラワーズ≫

髙宮　悠樹　≪すすめ！だんご！≫

障害者スポーツ等
指導事例集

平成３０年３月
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用具等の や 新を図りながら障害 ス ー の普及を図っていきます。 

 

イ で活 で る の育  

都教育委員会は、都立特別支援学校に対し

て、 ラリンピ ン等の スリートの や、

の へい、 会 に う 用への支援を

い、全 会等への を 化しました。 

その 果、 年度は 36 人 ー が

全 会等に 場しました。 き き児童・生

徒が 的な指導を定 的に受けられる

を し、 能性を す を する必要

があります。 

このため、障害のある児童・生徒が 的な

指導を定 的に受けられるよう、 的に

を するなどの支援を していきます。 

また、選手の育成に な公 や 習

に係る 動 用を支援し、対 等の実施

を き き促進していきます。 

 

 

 

 

都立特別支援学校では、児童・生徒一

人一人の発 段 を踏まえるとともに、

障害の 態、体力の実態等に応じ、体力

上の を 進する必要があります。 

これまで、都立特別支援学校の 活動

に、 的な知 や 等を する

指導員を導 することで、 活動に

する生徒の意 の高 と能力の を図

り、 活動のより一 の充実を進めてきました。 

き き 活動の充実を図るには、 的かつ 的な指導を受けられるようにす

ることが 要であることから、ス ー 指導に する教員の れた 知 ・ 能を

効に活用することに え、各種 の スリート等、 性の高い指導 を 動 活

② 体 ・ た 活 の  

【都立特別支援学校の が した 都 
高 学校 】 

【 ット を た ラ 
リン アンとの 】 

【都立特別支援学校とラ 子  
とのオンライン 】 
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動へ へいし、 問教諭や生徒が 的な知 や に基づく イス等を受けら

れるようにします。このことにより、 動 活動を通じた 動意 や体力・ 力の

上を図っていきます。 

 

 

  

都教育委員会は、特別支援学校の教員等からなる

各障害種別の体育 75が する 会を

するとともに、 会 に係る 等を支援して

きました。 

また、障害 ス ー を り れた体育的活動の

充実を図るス ー 教育 進校に ラリンピ ン

等を する は、 の ・ 学校の特別支援学

から を り、障害のある児童・生徒の

機会を する を実施しました。さらに、こう

した 事例を 教育委員会の特別支援教育 指導 事等 会で

するなどにより周知を図りました。 
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また、各障害種別の体育 が する、児童・生徒が 場できる障害 ス ー

会を に できるよう、支援を っていきます。 
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援学校における障害 ス ー を り れた体育的活動の充実を図ってきました。平

成 30 年度 は全校を指定し、校種や に応じた障害 ス ー の充実を 進し

ています。 

 
75 視覚障害や 体 自 などの障害種別ごとに体育的活動の充実を図るための 体。 の特別支援学校等が し 会

等を っている。 

 の 会の 充 

 の た の充実 

 教育の た を た の  

【都立特別支援学校 学 での ッ  
特別 業】 
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新 コ ウイルス の 前の 年度においては、都立特別支援学

校の 60 校が ・ 学校と ッ や ール ール等の障害 ス ー 体 を通

した 等を実施し、 16 校が都立高校等と 活動の 習などの を実施

しました。 

障害 ス ー は、障害のある児童・生徒と障害

のない児童・生徒が対等な で できること

から、そのルールの習得や実 の を通じて、

に理解を め、 を める上で、 めて 効な

ールとなり得ます。 

特別支援教育をこれまで 上に 進していくた

めには、都や 、 係機 はもとより、 ・

学校の通常の学 の 任や 、児童・生徒

等を とした一 都 に、障害のある児童・生

徒や特別支援教育、特別支援学校等について、

く理解を促進する必要があります。 

・社会の人々が障害のある児童・生徒への

理解を に められるよう、これまでの によ

り した様々な障害 ス ー の体 活動を活

用し、 き き都立特別支援学校全校をス ー

教育 進校に指定するとともに、新たに都立特別

支援学校 10校をス ー 進校76に指定し、

都立特別支援学校と の ・ 学校や都立高校

等、高 施 等との を に活性化すること

で、障害 ス ー を通じた を一 進めていきます。 

また、 活動においても、 き き ・ 学校や都立高校等との の機会が得ら

れるようにしていきます。 

  

 
76 や社会の人々の障害のある児童・生徒への理解を に めることを 的に、障害 ス ー の体 活動を通じた障害のあ

る児童・生徒と の ・ 学校や都立高校等、高 施 等との に 的に り む都立特別支援学校。 年度か

ら指定を開 する 定 

【都立特別支援学校と の 学校との 

オンラインに るタ ット ッ  

の 】 

【都立特別支援学校と の高  

都立高校との ッ に る 】 
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取
組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 

１ 

｠
障
害
者

を

た
教
育
活

の
推
進 

① 別支援学校における 教育推進事業 

  

ア 障害者
の  

全 の都立特別支
援学校を ー
教育推進校に指定 

全 の都立特別支
援学校を ー
教育推進校に指定 

  

イ 大会
大会 活
る の育成 

・ 会等の
の支援 

・ 等の
の 的な に
よる支援 

・ 会等の
の支援 

・ 等の
の 的な に
よる支援 

  

② 
・ に

けた部活 の  

各種 のア リー
等の へ による
部活 の充実 

各種 のア リー
等の へ による
部活 の充実 

  

③ 
障害者 の

機会の拡充 

各障害種別の体育
る

会等の 支
援 

各障害種別の体育
る

会等の 支
援 

  

④ 
障害者 の

に けた施
の充実 

事業実施校数を
 

事業実施校数を
 

  

⑤ 

別支援教育の
進に けた障害者

を た
の推進 

・障害者 ー を
た学校間

の推進 
・ ー 教育推進
校における の
実践 
・障害者 ー を

た障害の る
者と障害のな 者
との の

 

・障害者 ー を
た学校間

の推進 
・ ー 教育推進
校及 ー

推進校における
の活  

・障害者 ー を
た障害の る

者と障害のな 者
との の
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ア 学 と連携した 教育の 業 

都教育委員会では、 学の 力を得て、障害のある児童・生徒の 的

能力の発 と を図ることを 的として、 を とした授業改 を

ってきました。具体的には 年度、 教育 進校77 校が 学の教員等を

へいし、 等の授業改 に り むとともに、その成果について、都立特別

支援学校等の教員を対 とした報 会で普及を図っています。 後は、一人

端末等を活用した や 等のデジタル 現など、児童・生徒の 能性を

る 教育の 充が必要です。 

き き、 学の 力を得て、障害の種 や 度等に応じた 教育の

内容や方法について ・開発及び授業改 に り でいきます。 

また、新たな に る 家との による授業実 として、 ・

等のデジタル 現に する 教育を 進していきます。具体的には、

学と した の 教育 進事業の に え、新たに 学校等と し、

一人 端末を活用した 、 等のデジタル 現に係る指導内容や指導方法

の ・開発を い、その成果を く都立特別支援学校へ普及させていきます。 

 

イ ア トの  

都内の特別支援学校 都立、 公立、 立 に する に れた 能を

する児童・生徒の発 や、障害 ートに する理解促進を 的として ート

ジ クト

展78を 年度

開 し

ています。 

 

 

 

 

 
77 特別支援学校における 教育 進を 的に、 学等の教員・学生と を図りながら 教育の内容・方法につい

て ・開発を う都立特別支援学校 
78 でた 的 能を する児童・生徒を発 して、その 性の高い作 を く都 に周知することにより、障害への理解

を促すための展 会。特別支援学校に する児童・生徒から作 を 集し、選 れた作 が展 される。 

（ ） 教育の充実 

① と した 教育の  

具体的な取組 

【 都特別支援学校ア トプ ト の様子】 
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ート ジ クト展では例年、

の来場 を得ており、 年度は

12日 で 2,500人の来場 が し

ました。 

さらに、 ート ジ クト展で展

された作 を 体に した都立特

別支援学校のスクール ス ラッピン

ス の により、障害のある児

童・生徒が 作した 作 の 力を

く ピールしました。 

後も都内の特別支援学校 都立、 公立、 立 に している児童・生徒

を対 として 作 の 集を い、障害のある児童・生徒の 活動を 進す

るとともに、児童・生徒の れた 能が発 される機会となるよう、 ート

ジ クト事業を していきます。 

また、障害 ートへの理解を一 促進していくためには、作 の 力を く

発信していくことも 切です。そこで、インターネット上に新しく「Web

」を開 し、 ート ジ クト展で展 した作 を します。都教育

委員会が開 する しなどの に、「Web 」について 報し、 くの

を得られるようにしていきます。 

 

 

 

都教育委員会では、都立特別支援学校の 活動

進の一 として、 の指導 の 的導 を進め

てきました。 化 活動において、年 20

度の 活動で や 、 、 、 といっ

た様々な の 家等を 30 人 度 へいし、

活動の を図りました。 後、都立特別支援学校

における 活動 の一 として、 れた指導 の

的な導 を進めていく必要があります。 

これまでの を し、都立特別支援学校にお

いて や の 家、 の 家、 や の 家等、 れた指導 を

へいし、児童・生徒へ指導すること等により、 き き 活動のより一 の充実を進

めていきます。 

② ・ 的な 見・ を 指導 を活用した 活  

【ア トプ ト の を した 

ラッ ン 】 

【都立特別支援学校の と  
の 学 との 】 
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 都教育委員会では、都内の特別支援学校 都立、 公立、 立 の児童・生徒が

体的に し、日 の 化活動の成果を発 することを通して、 する 化活

動を促進するとともに、各校 の や都

の理解を促進するため、東京都特別支援学

校 化 と で「東京都特別支援学校

化 」を開 しています。 

都教育委員会は平成 28年度から、東京都特

別支援学校 化 79について、「東京都特別

支援学校 化 」を開 するための

としての に え、 化 における発

内容の 化的 付けや教育効果等を

する として 付けました。 

また、 の 体による 化活動、教

科指導の 等を実施するとともに、 別

の発 会や展 会等により、 化 の充

実を図りました。 後の開 に たっては、

対策を踏まえながら、これまでの を

より一 充実させるとともに、 形

や 、 や職業・作業 等、各

の 活動の 化を図っていきます。 

  

 
79 特別支援学校児童・生徒の ・ 活動の充実・ 上を図るとともに、障害のある児童・生徒に さ しい 化活動の

・発展に資することを 的に、都内の特別支援学校及び都教育委員会により された 体。「東京都特別支援学校 化

」を開 している。 

 の開  

【 都特別支援学校 プ ラ 】 
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組
分
野 

個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

｟ 
 

｠

教
育
の
充
実 

① 大学等と した 教育の推進 

  

ア  大学等
と した 教
育の推進事業 

・ 教育推進校
の指定 
・報 会における

等の 業 の
成果の普及 

・ 教育推進事
業の  
・研究指定校を別

指定し、 ・
等に係る指導内

容・方法を研究・開
発 

 
 
 
 
 
 
 
・ ・ 等の取
組成果を他の都立
特別支援学校へ普
及 

 

イ 障害者ア の
進 

アー プ ジ
等の開 による

障害の る ・
の 活 の

推進 

アー プ ジ
等の開 による

障害の る ・
の 活 の

推進 

  

② 

・ に 的
知見・ を る指
導 を活用した部活

 

の 指導
者の へ による
部活 の充実 

の 指導
者の へ による
部活 の充実 

  

③ 
別支援学校
等の開  

等の開
による 活

の促進と各校
の  

等の開
による 活

の促進と各校
の  
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